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重要事項説明書 

 
令和 8年 4月 1日改訂 

1．事業主体概要 

名称 株式会社ケアクオリティ （平成 22年 5月 18日法人名称変更） 

代表者 代表取締役 野中康弘 

所在地 静岡県静岡市葵区水道町 98番地 

連絡先 TEL 054-272-0357   FAX 054-272-0356 

 

2．グループホーム概要 

名称 グループホーム いろどりの家 

目的 

利用者である認知症高齢者に対して、認知症の緩和に有効な環境と、

自立性を維持するための密度の高い介護を提供することで、利用者の安

定した日常生活を支援する。 

運営方針 

要支援者又は要介護者であって認知症の状態にあるもの（当該認知症

に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動

障害がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあ

る者を除く。以下同じ。）について、共同生活住居において、地域との連携

の下、家庭的な環境の中で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。 

また、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者

の行動を制限する行為を行わないものとする。 

管理者 益田紀子 

開設年月日 平成 21年 2月 1日 

介護保険指定事業者番号 2295400028 

所在地 静岡県島田市船木 24番地の 2 

電話等 TEL 0547-38-7133   FAX 0547-38-7117 

もよりの交通機関  島田市コミュニティバス 湯日線 月坂一丁目西下車 

敷地概要 997.41㎡ 

建物概要 
鉄筋コンクリート造平屋建て 準耐火建築物 

建物面積 475.53㎡ 

居室 
計 18室 全室個室  室内法面積 9.94～10.35㎡ 

1ユニットあたり 9室 

共用設備 
各ユニット共同じ  食堂・居間 97.72㎡、台所 16.56㎡ 

脱衣室・浴室、トイレ・洗面所等 

非常災害設備 
水道連結型スプリンクラー設備・消火器・誘導灯・火災報知設備（消防機

関通報）・自動火災報知設備 

緊急対応 緊急時は協力医療機関、消防署との連携により対応 

損害賠償責任保険加入先 東京海上日動火災保険株式会社 
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3．職員体制 

職種 員数 
常勤 非常勤 

保有資格 研修会受講等内容 専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

管理者 1  1   介護福祉士 

認知症介護実践者研修修了 

認知症対応型ｻｰﾋﾞｽ事業管理者

研修修了   

計画作成担当者 1   1  
介護福祉士 

介護支援専門員 

認知症介護実践者研修修了 

認知症介護実践ﾘｰﾀﾞｰ研修修了 

介護従業者 12名以上 
介護福祉士 

ホームヘルパー2級 等 

 

 

 

4．勤務体制 

昼間の体制 

計 6人（各ユニット 3人）    早番    7：00～15：30 

中番   8：30～17：00 

遅番   10：30～19：00 

夜間の体制 計 2人（各ユニット 1人）   夜勤者  16：30～ 8：30 

（日中時間帯   6：00～21：30） 

 

5．利用料等 

保険給付サービス 食事・排泄・入浴・着替えの介助等の日常生活上の世話、日常生活の中での

機能訓練、健康管理、相談援助等 

上記について包括的に提供され、要介護度別に定められた介護報酬の 1割、

2割または 3割が下記のように自己負担となります。 

 基本料金  1日の自己負担分  (30日の自己負担分) 

＊ ７級地単価 1単位＝10.14円 

1割 

□ 介護予防認知症対応
型共同生活介護 

要支援 2  749単位 (749単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=22,785円／月) 

□ 認知症対応型共同生
活介護 

要介護 1  753単位 (753単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=22,907円／月) 

要介護 2  788単位 (788単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=23,971円／月) 

要介護 3  812単位 (812単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=24,701円／月) 

要介護 4  828単位 (828単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=25,188円／月) 

要介護 5  845単位 (845単位×30日×10.14円×１割（自己負担率）=25,705円／月) 

2割 

□ 介護予防認知症対応
型共同生活介護 

要支援 2  749単位 (749単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=45,569円／月) 

□ 認知症対応型共同生
活介護 

要介護 1  753単位 (753単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=45,813円／月) 

要介護 2  788単位 (788単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=47,942円／月) 

要介護 3  812単位 (812単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=49,402円／月) 

要介護 4  828単位 (828単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=50,376円／月) 

要介護 5  845単位 (845単位×30日×10.14円×2割（自己負担率）=51,410円／月) 

3割 

□ 介護予防認知症対応
型共同生活介護 

要支援 2  749単位 (749単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=68,354円／月) 

□ 認知症対応型共同生
活介護 

要介護 1  753単位 (753単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=68,719円／月) 

要介護 2  788単位 (788単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=71,913円／月) 

要介護 3  812単位 (812単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=74,103円／月) 

要介護 4  828単位 (828単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=75,564円／月) 

要介護 5  845単位 (845単位×30日×10.14円×3割（自己負担率）=77,115円／月) 
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加算 

□ 入居後、または 30日を超える入院後の再入居の際には、30日に限り初期加算として 1日 30単位が加算さ

れます。 また、3 か月以内の退院が見込まれる入院を要した場合は、入院時費用として 1 月に 6 日を限度

として所定単位数に代えて 1日につき 246単位を算定します。 

 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）として 1日 22単位が加算されます。 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）として 1日 18単位が加算されます。 

□ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）として 1日 6単位が加算されます。 

※サービス提供体制強化加算は、上記Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかの算定、又は算定なしです。また、施設の体制

状況により、年度ごとに算定区分が変わる場合があります。変更になった場合は、都度通知します。 

 

□ 看護体制を確保しているとして、医療連携体制加算（Ⅰ）ハとして 1日 37単位が加算されます。 

 

□ 一定期間医療的ケアが必要な者を受け入れている体制を確保している場合は、医療連携体制加算（Ⅱ）とし

て 1日 5単位が加算されます。 

 

□ 看取り介護を行った場合、看取り介護加算として死亡日以前 31 日以上 45 日以下は 1 日 72 単位、死亡日

以前 4日以上 30日以下は 1日 144単位、死亡日前日及び前々日は 1日 680単位、死亡日は 1日 1,280

単位がそれぞれ加算されます。 

 

□ 相談・診療を行う体制を確保している協力医療機関と連携している場合は、各連携先の体制により協力医療

機関連携加算として、1月に 100単位または 40単位が加算されます。 

 

□ ご自宅へ退居する際に、居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合の相談援助等を行った場

合は、退居時相談援助加算として１回に限り 400単位が加算されます。 

 

□ 医療機関へ退居する際に、生活支援上の留意点等の情報提供を行った場合は、退居時情報提供加算とし

て 1回に限り 250単位が加算されます。 

 

□ 入居者のうち、対象者の占める割合が 50％を超えた場合には、認知症専門ケア加算（Ⅰ）として 1日 3単位

が加算されます。 

 

□ 若年性認知症利用者受入加算として 1日 120単位が加算されます。 

 

□ ICT 等テクノロジーを活用し、業務改善の取り組みを継続的に行い、データ提供を行った場合は、生産性向

上推進体制加算（Ⅱ）として 1月に 10単位加算されます。 

 

□ 入居者ごとの ADL 値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況・その他心身の状況に係る基本的な情報を厚生

労働省に提出し、その情報をサービス提供に当たって活用している場合は、科学的介護推進体制加算とし

て 1月に 40単位が加算されます。 

 

□ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）として、所定単位数の合計に 18.6％の率を乗じた単位が加算されます。 

□ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）として、所定単位数の合計に 17.8％の率を乗じた単位が加算されます。 

※介護職員等処遇改善加算の加算率は、サービス提供体制強化加算の算定区分により変わる場合がありま

す。変更になった場合は、都度通知します。 

 

上記は、1 ヵ月あたりの目安を示したものです。計算にあたり、日数及び、小数点以下の端数処理の関係で差

異が生じる場合があります。 

また、上記料金は負担割合率により、1割・2割・3割の自己負担となります。 

保険対象外サービス 

 
下記のサービスは、各個人の利用に応じて利用者負担となります。 

料金改定がある場合は、理由を付して事前に連絡されます。 

居室費 

(前家賃) 

72,000円／月 （日額 2,400円） 

・ 居室費は前家賃として翌々月分をお預かりします。 

・ 月途中の入退居については日割り計算とします。利用者

が入院などによって一定期間不在となる場合も、正式な退

居をしない限り徴収いたします。 
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前家賃の 

使途 

退居時の居室の原状回復費用（故意・過失、その他通常の

使用を超えるような使用による損耗、残置物処分）および未

払い利用料が発生した場合は充当します。 

特約 

（通常損耗

補修特約） 

退居時に係る居室全体のクリーニング費用（清掃・洗浄・消

毒）を充当します。 

解約時の 

返還金 

充当後の前家賃は返還いたします。返還は退居月の利用料

とクリーニング費用の精算完了後となります。 

食材費 

1,300円／日 

（朝食 300円、昼食 500円、夕食 500円） 

食費は、外泊等により利用者から食事提供の停止依頼があ

った場合、あるいは入院等によって明らかに利用者が不在で

ある場合については該当食事数について徴収しません。          

管理費 

27,000円／月 （日額 900円） 
管理費は、共用部分の維持管理費、個人使用含む水道光

熱費、設備保守費、防災対策費等であり、個人消費部分を

勘案しがたいため、1 週間以上の不在が続く場合にのみ、そ

の不在期間の 2 分の 1 の日数分について徴収しないものと

します。 

その他 

その他、下記は利用者負担となります。 

・ 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護において提

供される便宜のうち、おむつ等の実費等、日常生活におい

ても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

・ 医療費、個人的な買い物、利用者が個別に必要となる日   

常生活の賃貸料等、他の余暇施設等の入場料等 

※生活保護受給者の方は、別途個別に料金設定させていただきます。 

 

 

6．留意事項 

⚫ 訪問・面会・宿泊については、その都度職員に所定の届出書を提出してください。 

⚫ 外泊・外出の際は、行き先と帰宅時間を職員にお伝えください。 

⚫ 施設内の居室・設備は、本来の使用にしたがってご利用ください。これに反し使用し破損等生じ

た場合には賠償していただく場合があります。 

⚫ 所持品の管理は、原則として自己管理をしていただきます。 

⚫ 現金の管理については、自己管理できる方は管理できる範囲のみの金額をお持ちください。そ

の場合の紛失等のトラブルは、当グループホームでは責任を負いかねます。自己管理が難しい

方は、立替金として管理いたします。 

⚫ グループホーム内で、他の入居者に対する宗教活動ならびに政治活動はご遠慮ください。 

 

 

7．協力医療機関 

島田市立総合医療センター 島田市野田 1200番地の 5    電話  0547-35-2111 

だいちニューロンクリニック 藤枝市下薮田 75-4    電話  054-631-7891 

藤本外科医院  静岡県島田市南原 266    電話  0547-38-6088 

誠歯科   島田市阪本 1638-6    電話  0547-38-3789 
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8．苦情相談窓口 

グループホーム いろどりの家 管理者 Tel  0547-38-7133 

静岡県国保連合会 
介護保険課 苦情相談窓口 

（平日 9：00～17：00） 
Tel  054-253-5590 

島田市役所 健康福祉部 長寿介護課 Tel  0547-34-3294 

 

 

9．苦情処理手順 

○ 担当者は、利用者ならびに家族より苦情を受けた際は、ただちに事実関係を確認する。 

○ 管理者は、職員による検討会議を招集し、その対策・改善策を協議する。 

○ ただちに改善できない場合は、短期・中期・長期の計画をたて、その実行を職員に指示する。 

○ 管理者は、苦情当事者に対して、その対応策・改善策を説明し同意を得る。 

○ 苦情の内容と対応の結果は、苦情処理台帳に記録する。 

○ その記録は、利用者や第三者評価委員の求めに応じて随時公開する。 

 

 

10．事故発生時の対応策 

事故を現認した職員は、別紙（1）「緊急時の対応マニュアル」、別紙（2）「火災時の対応マニュア

ル」によって対応するものとする。 

 

 

11．第三者による評価の実施状況 

1 あり 

評価確定日 令和 6年 10月 23日 

評価機関名称 一般社団法人静岡県介護福祉士会 

結果の開示 1 あり    2 なし 

2 なし 

  



 

  グループホーム いろどりの家 

重要事項説明確認書 
 
 

 

（事業者） 

株式会社ケアクオリティ                                                                     

グループホーム いろどりの家           住所  島田市船木 24番地の 2 

 

 

説明者      益田 紀子              

 

 

 

 

私は本書面に基づいて重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 年   月   日 

 

 

 

（利用者）  住所                                      

 

 

氏名                            

 

 

 

 

（利用者代理人）       住所                                      

 

 

氏名                            

 

 

 

 

（身元引受人）        住所                                      

 

 

氏名                            
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別紙（1） 

 

 

緊急時の対応マニュアル 

 

 

容態急変時 

 

意識消失 ---- 名前を呼んでも覚醒しない場合は、救急車を要請する。身体を強く動かすことはし

ないよう注意する。呼びかけをくりかえしたり、指先の爪の間に自分の爪をくいこま

せたりして反応をみる。救急車到着まで特別な場合（看取り等）を除き一時救命処

置を行う。 

 

発熱 ----- 検温の結果 38 度未満であれば、水分を多めに摂取させ、クーリングして様子をみる。

38 度以上である場合は、上記の処置を行ったうえ協力医療機関等の医師に連絡して

指示を仰ぎ対応する。 

 

嘔吐 ----- 口腔洗浄をし、誤嚥、窒息に注意する。安静にし、意識の有無・痛みの有無を確認する。

意識消失や痛みの訴えあれば、医師に連絡し指示を仰ぎ対応する。 

 

窒息 ----- 口腔内や咽頭部に詰まっている食物等を可能範囲で取り除く。自身での咳払いが出来

ない場合、背部叩打法もしくはハイムリッヒ法を試みると共に救急車要請。 

 

出血 ----- 少量であれば応急処置をし、医療職の指示を仰ぐ。多量の場合、直接圧迫止血を行い、

受診もしくは救急車を要請する。 

 

下痢 ----- 便の状態、痛みの有無を確認する。痛みあれば医師に連絡する。痛みがない場合は、

水分を多めに摂取し様子をみる。 

 

転倒 ----- 打撲の部位、痛みの有無、骨折の有無を確認する。頭部の打撲で意識がない場合は、

ただちに救急車を要請する。骨折についても同様とする。意識がある場合は、安静にし、

状態を観察する。その際、嘔吐などの有無について注意する。 

 

不穏傾向 ---- 事前常態を確認する。本人及び他の入居者に対して危険がないよう対処する。 

落ち着きがみられないようであれば、管理者等に連絡し、指示を仰ぐ。 

 

 

救急車等で搬送する場合は、家族等に連絡する。 
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別紙（2） 

 

火災時の対応マニュアル 

 

 

火災発生時 

   

火災報知器を確認のうえ、火災の場所等を確認する。 

 

1名はただちに初期消火をおこなう。 

 

他の職員は、避難誘導をおこなう。 

 

夜間の場合、夜勤者 1名は入居者の避難誘導をおこなう。 

 

他の 1名は、火災通報ボタンを起動し、管理者に連絡する。 

 

同時に消火器による初期消火をおこなう。 

 

初期消火が困難と判断した場合（炎が天井付近まで達しているなど）は、ただちに避難誘導を

おこなう。 

 

多数の職員の協力が必要な場合は緊急連絡網により連絡する。 

 

 


